
変更のイメージ図

臨床調査個人票（診断書）のオンライン登録について

厚生労働省では、難病に係るデータベースをより活用しやすいものとし、治療研究を一層推進するため、臨床調査個人票のオン
ライン登録（インターネットを経由した登録）を進めています。
指定難病の臨床調査個人票のオンライン登録の開始時期は令和６年４月を予定しております。

事 業 概 要
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臨床調査個人票（診断書）のオンライン登録について

診断書のオンライン登録に係る詳細について
厚生労働省から示された最新情報を随時、以下の埼玉県ホームページに掲載していますので御確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/nanbyo/rinkoonrain.html

新システム利用による指定医の負担軽減（例）

前年度以前のデータの再利用により、指定医の入力負荷が軽減されます。

転院時等の患者から受領したアクセスキーを入力し検索することで、他医療機関の
臨床調査個人票の閲覧、更新登録、データ出力が可能になります。

診断書の作成時に入力内容がチェックされ、記載漏れ等が防止されます。

手動で計算している合計値や指標等を、自動計算にすることで、指定医の計算に
係る負荷が軽減されます。

◆前回値踏襲機能

◆連携機能

◆チェック機能

◆自動計算機能

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/nanbyo/rinkoonrain.html


オ ン ラ イ ン 登 録 開 始 後 の 医 療 機 関 の 対 応
以下のいずれかによる対応となります。
パターン１ 院内システムを改修し、作成した臨床調査個人票をシステム連携により難病データベースへ登録
パターン２ 指定医がインターネット接続のPC端末により難病データベースに接続し、臨床調査個人票を作成・登録
パターン３ 各医療機関における従来どおりの方法で診断書を作成（提出された臨床調査個人票を県がデータベース登録）
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補 助 内 容 等

補 助 事 業 に 係 る 流 れ 及 び 実 績

対 象 医 療 機 関 難病指定医が勤務する医療機関
補 助 対 象 内 容 診断書のオンライン登録のための環境整備費用（パソコン等の購入費、院内システム改修費）
補 助 額 経費額の１／２（１医療機関当たりの補助上限額：5万円）

項 目 時 期 内 容

所 要 額 調 査 第１回 令和４年６月実施 第２回 令和４年８月実施 医療機関から県に電子申請により回答

補 助 金 交 付 申 請 令和４年１１月１５日（火）〜令和５年１月１１日（水）
令和５年５月２４日（水）〜令和５年７月３１日（月） 医療機関から県に交付申請書を提出

医 療 機 関 の
環 境 整 備 県からの補助金決定通知後 医療機関がシステム改修、物品購入等を実施

事 業 実 績 報 告 〆 令和５年３月１７日（金）
〆 令和５年９月２９日（金） 医療機関から県に事業完了に係る報告書を提出

補 助 金 支 払 実績報告後随時 県から医療機関に実績報告に基づき支払い

申 請 実 績 令和５年１１月１５日（水）時点 申請件数２４２件うち１１８の医療機関に対して交付済み
（令和４,５年度合計）

埼玉県臨床調査個人票電子化等推進事業について

埼玉県では、オンライン化のための院内システム改修や物品購入等の医療機関が実施する環境整備に対し、新たに補助（埼玉県
臨床調査個人票電子化等推進事業）を令和４年度及び令和５年度に行いました。

事 業 概 要



運 用 開 始 ま で の 流 れ ( 予 定 )
項 目 時 期 内 容

指 定 医 I D ・ P W
発 行 申 請 の 受 付 令和５年９月２９日より順次受付 医療機関が申請用のExcelファイルに必要事項を入力し、埼玉県に電子メール

にて提出

指定医ID・PWの発行 国より難病指定医（協力難病指定医）のID・PW発行の再
開について連絡があり次第開始（※） 申請内容を埼玉県で確認し、埼玉県が指定医ID・PWを発行

指定医ID・PW等の交付 指定医ID・PWの発行が終わり次第開始 埼玉県から医療機関に対して、指定医ID・PW発行通知書や、     難病データベー
スを利用するために必要な情報を含む媒体（ DVD ）を郵送

運用開始までの流れについて

難病指定医（協力難病指定医）が難病データベースにログインするために必要な、指定医ID・PW発行申請の受付を令和５年９
月２９日より開始しています。

概 要

現在、システム上難病・小慢のいずれかしか指定医のID・PW発行ができない仕様となっております。（難病・小慢両方の指定医資格を持つ医師
について、難病（又は小慢）で先行して指定医登録をした後、小慢（又は難病）について指定医登録を行おうとすると重複チェックにより登録が
できなくなっています 。    ）
国は、令和６年４月の難病DBの稼働に向け、難病・小慢それぞれにおいても同一者を指定医登録出来るよう改修を行う予定とのことですが、当
面の間、難病指定医のID・PW発行業務を控えるよう通知がありました。

※難病指定医ID・PW発行の一時停止について



（参考）埼玉県ホームページ「臨床調査個人票のオンライン登録について」
埼玉県ホームページ「臨床調査個人票のオンライン登録について」
URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/nanbyo/rinkoonrain.html

「難病DBの周知資料について」（抜粋） 「難病DBの利用開始までの流れ」（抜粋）

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/nanbyo/rinkoonrain.html

